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第１ 監査の概要 

 １ 監査の種類     公の施設の指定管理者監査 

 ２ 監査対象      一般社団法人 四日市歯科医師会 

             健康福祉部 保健企画課（指定管理に関する事務の所管所属） 

 ３ 監査対象年度    令和４年度 

 ４ 監査対象事項    施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

 ５ 監査期間      令和６年１月１８日 

 ６ 監査の主な実施内容 四日市市監査基準に基づき、監査対象への聞き取り調査や過去の監査

結果を踏まえて、出納その他の事務の執行に内在するリスクを想定し、

リスク発現を防止するための対応策を確認するとともに、出納その他

の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、関係職員から説

明を聴取したうえで、諸帳簿等の抽出調査を行った。公の施設の指定

管理者に対しては、条例及び協定書等に沿って適切な管理が行われて

いるか、また、所管所属に対しては、公の施設の指定管理者への指導

監督が適切に行われているかにそれぞれ重点を置いて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 １ 指定管理者の概要 

名  称  一般社団法人 四日市歯科医師会 

代 表 者 会長  田中 淳一 

住  所 四日市市本町９番１２号 

 

 ２ 指定管理の内容 

施  設  名 四日市市歯科医療センター 

所  在  地 四日市市本町９番１２号 設置年月：平成８年９月 

指 定 期 間 平成３１年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

指定管理料 ２９，７００，０００円（令和４年度） 

指定管理に 

係る収支状況 

(令和４年度) 

 収 入   ４９，０６５，３３５円 

 支 出   ４７，８４７，１３６円 

 収 支    １，２１８，１９９円 

利 用 実 績 

年間利用者数 

 令和２年度   １，７９６人 

 令和３年度   １，７７４人（前年度比 ２２人減） 

  令和４年度   １，８２２人（前年度比 ４８人増） 
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 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 障害者に対する歯科診療及び口腔疾病に係る相談に関すること。 

   イ 口腔疾病の予防、歯科口腔衛生の啓発等に関すること。 

   ウ 年末年始における応急歯科診療に関すること。 

   エ 診療を受けた者からの利用料金の徴収に関すること。 

   オ 施設等の維持管理に関すること。 

 

 ４ 収支状況                              （単位：円） 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

指定管理料 ２９，７００，０００ ２９，７００，０００ ０ 

診療報酬 １８，９９５，５３０ １９，１５５，３９６ １５９，８６６ 

雑収入 １６２，６００ ２０９，９３９ ４７，３３９ 

収入 計 ４８，８５８，１３０ ４９，０６５，３３５ ２０７，２０５ 

人件費 ２８，３９３，５００ ２８，２９２，５９８ △１００，９０２ 

消耗品費 １，５４０，０００ ４８２，１１７ △１，０５７，８８３ 

印刷製本費 ５０，０００ ０ △５０，０００ 

光熱水費 １，７５０，０００ ２，３９９，８５８ ６４９，８５８ 

修繕料 １，２１０，０００ １，５０４，０３０ ２９４，０３０ 

通信運搬費 １５２，０００ １２７，３５７ △２４，６４３ 

広告料 １６２，０００ １０１，２００ △６０，８００ 

手数料 ８５，０００ １１２，０２０ ２７，０２０ 

保険料 ６８０，０００ ６５１，５９０ △２８，４１０ 

委託料 １，８６０，０００ ２，２６６，２９７ ４０６，２９７ 

賃借料 ４，４６７，０２０ ４，１８８，３１８ △２７８，７０２ 

その他 ５，３０８，６１０ ４，９２４，０４９ △３８４，５６１ 

委託・提案事業費 １，１００，０００ ７０７，７０２ △３９２，２９８ 

一般管理費 ２，１００，０００ ２，０９０，０００ △１０，０００ 

支出 計 ４８，８５８，１３０ ４７，８４７，１３６ △１，０１０，９９４ 

収  支 ０ １，２１８，１９９ １，２１８，１９９ 
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自主事業（訪問歯科診療） 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

診療報酬 ６１７，９７０ ４４８，７９０ △１６９，１８０ 

交通費 ７，４００ ７，６００ ２００ 

収入 計 ６２５，３７０ ４５６，３９０ △１６８，９８０ 

人件費 ３６０，０００ ３６０，０００ ０ 

旅費 ７，４００ ７，６００ ２００ 

医薬材料費 ２４，９９０ ０ △２４，９９０ 

医療機器リース料 ２３２，９８０ ２３２，９８０ ０ 

支出 計 ６２５，３７０ ６００，５８０ △２４，７９０ 

収  支 ０ △１４４，１９０ △１４４，１９０ 

 

第３ 監査の着眼点 

１ 想定されるリスクからの着眼点 

  事務事業におけるリスクについて事前調査でのリスク評価や聞き取りにより設定した。 

●指定管理者【一般社団法人 四日市歯科医師会】 

 （１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われ

ないリスク 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

●所管所属【健康福祉部 保健企画課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

（３）指定管理料の算定及び支出の手続におけるリスク 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）・合規性等の視点からの着眼点 

   事務事業の合規性や正確性のみならず、経済性、効率性、有効性の視点等から設定した。 

 

第４ 監査の結果 

   上記の着眼点に基づき監査を行った結果、次のとおり、内在するリスクや事務の一部に是正

又は改善を要するものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意

するとともに、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく報告されたい。 
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１ 想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果 

【一般社団法人 四日市歯科医師会】 

（１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

◆施設が、関係法令、条例等の定めるところにより、善良な管理者の注意をもって適切に管

理されず、安全性が不十分となっていないか。具体的には、使用者の安全や施設の景観を

損なうような状況が発生していないかを適宜確認し、何かあれば速やかに対処されている

か、協定書等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ エレベーター設備保守点検、電気設備点検といった法定点検、館内施設の保守点検、

清掃、修繕が必要となった箇所への対応等を適宜実施し、協定書等で定められた義務

の履行についても確実に行っている。この点について、所管部局の実査やヒアリング

により確認を受けている。 

 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われな

いリスク 

◆利用料金を指定管理者が設定する場合、あらかじめ市の承認を得ているか。また、施設の

使用許可、利用料金の収納や減免、還付等の手続が適正に行われているか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 歯科医療センターにおける利用料金は診療報酬であり、２年に１度の報酬改定に合

わせて利用料金の算定表を四日市市に提出し、適切に承認を得ている。 

診療報酬の収納については、窓口での収納は自己負担分のみとなるが、適正な事務

処理が行われている。 

 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

◆施設の管理に係る収支会計処理は、証拠書類を整えた上で適切に行われているか。指定管

理業務に関する会計が、指定管理者の団体としての業務に関する会計とまとめて会計管理

されたり、指定管理料が団体としての業務の経費と混同されたりしていないか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

× 施設管理業務に係る収支と、団体としての業務に関する収支は明確に分けられてお

り、所管部局による内容の確認を受けている。 

  ただし、現金出納簿の記載において、一部不適切と思われる事例が見受けられた。 

 

    意 見 

現金出納簿は、現金の紛失等の事故を防ぐためにも重要な書類であり、作成にあたっ

ては記載誤りのないよう十分注意して行うこと。 
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 【健康福祉部 保健企画課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

◆指定管理者の指定において、法、条例等に基づいた、適正・公正な指定が行われず、偏っ

た視点で指定されたり、当該施設の目的やコンセプトに沿った管理運営を行うにあたり不

適当な団体が指定されたりするリスクはないか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 指定管理者の選定については、平成３０年度において、四日市市公の施設に係る指

定管理者の指定の手続等に関する条例第２条第２項第１号に基づき公募によらない特

定した候補者として選定し、指定管理者選定委員会の審査の結果、当該団体が指定管

理者に選定されている。 

 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

◆指定管理者への指導監督は適正に行われているか。モニタリング評価は適切に行われてい

るか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

△ 指定管理者から、月次報告書、年次報告書等を受理するとともに、ヒアリングや協

議の実施、施設の訪問などにより、適切に業務の履行確認を行っている。 

  モニタリング評価は、マニュアル及び実施手順書に基づき適切に行っている。 

 

    意 見 

       モニタリングレポートを作成する際には、毎年の業務として機械的に行うことなく、

事業収支の内容等を含め、ヒアリング等を通じて指定管理者の事業内容の把握をしっ

かりと行うこと。 

 

（３）指定管理料の算定及び支出の手続におけるリスク 

◆指定管理料は、年度協定書、仕様書等に定める指定管理業務内容を実施する上で適正な金

額を見積もって算定されているか。指定管理料の支出の手続は、年度協定書、仕様書等に

規定されたとおり行われているか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 指定管理料は、実績金額をもとに、必要な指定管理業務内容に見合うように算定し

ているとのことである。 

指定管理料の支出の際は、年度協定書、仕様書等で定めた手続きをとっている。 
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２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果 

 【一般社団祉法人 四日市歯科医師会】 

    意 見 

① 自主事業についての事業計画への掲載について【合規性の視点】 

歯科医療センターは、自主事業として訪問歯科診療を実施しており、その実績につ

いては毎月の事業実績報告書や年度の事業報告書で報告するとともに、年度末の運営

委員会においても報告がされている。その一方で、年度の事業計画書には内容が記載

されていないことから、自主事業の事前承認の点からも、事業計画書へも記載を行う

こと。 

     ② 現金の取り扱いについて【合規性の視点】 

       窓口で収納した現金については、協定書の仕様書のとおり原則として当日中の金融

機関への預け入れに努め、時間的に困難な場合は翌営業日の早い時間帯に預け入れる

など、現金の取り扱いにおいて事故防止に最大限努めること。 

 

    評 価 

     利用者意見の把握とその反映について【住民福祉の向上の視点】 

利用者の声を把握するため、年に２回利用者アンケートを実施しており、職員対応に

ついては「満足・やや満足」で100％を占めている。施設・設備に対しても「非常に利用

しやすい・利用しやすい」が約90％を占めており、利用者の満足度の高さが読み取れる。 

また、駐車場の少なさや狭さに対する意見に対しては、必要に応じて近隣の有料駐車

場の駐車券を渡すなど、意見に対する適切な対応に努めている。 

 

 【健康福祉部 保健企画課】 

    指 摘 

     告示手続きの適正な執行について【合規性の視点】 

      四日市市歯科医療センター条例施行規則第２条第１項第２号の規定に定められた、市

長が特に必要と認めた日の診療日について、必要な告示手続きが取られていない状況が

見受けられる。速やかに定められた手続きを行うとともに、必要があれば規則の見直し

も含め、今後は適正な執行に努めること。 

 

    意 見 

     ① 指定管理者の収支等の適切な点検について【有効性の視点・合規性の視点】 

       指定管理者の収支等については、定期的に帳簿等の確認を行っているとのことであ

るが、その際は他の用件のための外出機会を利用して訪問するのではなく、指定管理

者の収支等の確認のためという明確な目的をもって訪問し、毎月の帳簿等の確認を確

実に行うこと。 

  

-6-



 

 

     ② 事業報告書や協定書の内容確認について【合規性の視点】 

       事業報告書等において、若干の記載誤りが見受けられた。指定管理者制度を導入し

てから期間が経過していることを考えると、各種書類の内容が適切に確認されている

か疑念を生じかねない。指定期間更新の機会などに協定書や仕様書等の見直しを行う

とともに、施設から提出される各種書類の確認をしっかりと行い、適切な運用に努め

ること。 

     ③ 福祉医療費領収証明書の発行にかかる手数料の取り扱いについて【合規性の視点】 

       障害者手帳等を取得している人への医療費助成のために必要な福祉医療費領収証明

書を歯科医療センターが発行しているが、この際に助成を行う自治体が支払う手数料

について、四日市市在住の利用者と他市町在住の利用者で取り扱いが異なっている。

適正な取り扱いがどのような形式であるか確認を行い、必要に応じて取り扱いを改め

ること。 

 

 【一般社団法人 四日市歯科医師会・健康福祉部 保健企画課】 

    意 見 

     ① 歯科診療の効果的な推進について【住民福祉の向上の視点】 

       健康寿命の延伸のためには、口腔ケアが重要である。自主事業として実施している

訪問歯科診療も含め、地域の開業医との連携を図り、四日市市の歯科診療の効果的な

推進について、引き続き取り組むこと。 

なお、現在自主事業として実施している訪問歯科診療については、その有効性を検

証し、将来的に指定管理業務委託への包含の可能性も含め、研究を行うこと。 

     ② 歯科医師の確保と体制の整備について【有効性の視点・住民福祉の向上の視点】 

       歯科医療センターでは障害者を対象とした歯科診療を行っていることから、専門と

なる歯科医師の確保が重要である。大学との連携などを含め、運営に必要な体制の整

備に努めること。 

 

-7-



 

第１ 監査の概要 

 

 １ 監査の種類     公の施設の指定管理者監査 

 ２ 監査対象      社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会 

             健康福祉部 障害福祉課（指定管理に関する事務の所管所属） 

 ３ 監査対象年度    令和４年度 

 ４ 監査対象事項    施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

 ５ 監査期間      令和６年１月１９日 

 ６ 監査の主な実施内容 四日市市監査基準に基づき、監査対象への聞き取り調査や過去の監査

結果を踏まえて、出納その他の事務の執行に内在するリスクを想定し、

リスク発現を防止するための対応策を確認するとともに、出納その他

の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、関係職員から説

明を聴取したうえで、諸帳簿等の抽出調査を行った。公の施設の指定

管理者に対しては、条例及び協定書等に沿って適切な管理が行われて

いるか、また、所管所属に対しては、公の施設の指定管理者への指導

監督が適切に行われているかにそれぞれ重点を置いて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 

 １ 指定管理者の概要 

名  称  社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会 

代 表 者 会長  伊藤 八峯 

住  所 四日市市諏訪町２番２号 

 

 ２ 指定管理の内容 

施  設  名 四日市市障害者自立支援施設 あさけワークス 

所  在  地 四日市市千代田町４８５－４ 設置年月：平成５年７月 

指 定 期 間 平成３１年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

指定管理料 ５１，２６０，０００円（令和４年度） 

指定管理に 

係る収支状況 

(令和４年度) 

 収 入   ５４，２９７，１７５円 

 支 出   ４５，６４１，７８７円 

 収 支    ８，６５５，３８８円 

利 用 実 績 

年間利用者数 

 令和２年度   ２，４６４人 

 令和３年度   ２，３７７人（前年度比  ８７人減） 

  令和４年度   １，９８８人（前年度比 ３８９人減） 
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 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 就労継続支援に関すること。 

   イ 施設への入所許可等に関すること。 

   ウ 施設等の維持管理に関すること。 

 

 ４ 収支状況                              （単位：円） 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

指定管理料 ５１，２６０，０００ ５１，２６０，０００ ０ 

利用者給食代 ８７５，０００ ５９３，４００ △２８１，６００ 

職員等給食代 ４３８，０００ ３９１，９５０ △４６，０５０ 

就労支援事業収入 １，６２１，０００ ２，０２１，８１４ ４００，８１４ 

寄附金 ３０，０００ ３０，０００ ０ 

その他収入 １，０００ １１ △９８９ 

収入 計 ５４，２２５，０００ ５４，２９７，１７５ ７２，１７５ 

人件費 ３７，５１５，０００ ３０，１０２，６３１ △７，４１２，３６９ 

消耗品費 ６６４，０００ ６５４，６９７ △９，３０３ 

燃料費 １，１５７，０００ １，０３０，４３０ △１２６，５７０ 

印刷製本費 ２７，０００ ０ △２７，０００ 

光熱水費 ２，０４０，０００ ２，１７３，７２８ １３３，７２８ 

修繕料 １，８４０，０００ １，６９９，５０９ △１４０，４９１ 

通信運搬費 ２３５，０００ ２３０，２４９ △４，７５１ 

広告料 ３４，０００ １３，４００ △２０，６００ 

手数料 ３２，０００ ２９，９３６ △２，０６４ 

保険料 ２７８，０００ ４１２，６６０ １３４，６６０ 

委託料 ４，４９５，０００ ４，１９７，４６０ △２９７，５４０ 

賃借料 １，３７４，０００ １，３７３，４６０ △５４０ 

その他 １，８６１，０００ １，０９０，８５３ △７７０，１４７ 

委託・提案事業費 １，６２１，０００ １，６１２，８１３ △８，１８７ 

一般管理費 １，０５２，０００ １，０１９，９６１ △３２，０３９ 

支出 計 ５４，２２５，０００ ４５，６４１，７８７ △８，５８３，２１３ 

収  支 ０ ８，６５５，３８８ ８，６５５，３８８ 
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第３ 監査の着眼点 

１ 想定されるリスクからの着眼点 

  事務事業におけるリスクについて事前調査でのリスク評価や聞き取りにより設定した。 

●指定管理者【社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会】 

 （１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われ

ないリスク 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

●所管部局【健康福祉部 障害福祉課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

（３）指定管理料の算定及び支出の手続におけるリスク 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）・合規性等の視点からの着眼点 

   事務事業の合規性や正確性のみならず、経済性、効率性、有効性の視点等から設定した。 

 

第４ 監査の結果 

   上記の着眼点に基づき監査を行った結果、次のとおり、内在するリスクや事務の一部に是正

又は改善を要するものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意

するとともに、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく報告されたい。 

 

１ 想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果 

【社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会】 

（１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

◆施設が、関係法令、条例等の定めるところにより、善良な管理者の注意をもって適切に管

理されず、安全性が不十分となっていないか。具体的には、使用者の安全や施設の景観を

損なうような状況が発生していないかを適宜確認し、何かあれば速やかに対処されている

か、協定書等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 法定点検をはじめとして、施設の維持管理・修繕等については、確実に行っている。

この点について、所管部局の実査やヒアリングにより確認を受けている。 

 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われな

いリスク 

◆施設の使用許可、利用に係る料金の収納や減免、還付等の手続が適正に行われているか。 
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    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 使用料については、基本的には訓練等給付費として三重県国民健康保険団体連合会

から四日市市に支払われるため、利用者の自己負担分を除いて施設で収納することは

ない。 

  自己負担分の使用料については、その徴収の事務を指定管理者に委託することの告

示及び公表が所管部局にて適切に行われている。なお、現在は自己負担額がある利用

者はいないことから、実質的に施設での使用料の徴収業務は生じていない。 

 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

◆施設の管理に係る収支会計処理は、証拠書類を整えた上で適切に行われているか。指定管

理業務に関する会計が、指定管理者の団体としての業務に関する会計とまとめて会計管理

されたり、指定管理料が団体としての業務の経費と混同されたりしていないか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

× 施設管理業務に係る収支と、団体としての業務に関する収支は明確に分けられてお

り、所管部局による内容の確認を受けている。 

  ただし、現金出納簿の記載において、給食代金等の受領分についての記載がされて

いなかった。 

  また、利用者の送迎車の運行に関する業者との委託契約書に不備が見受けられた。 

 

    意 見 

① 現金の紛失等の事故を防ぐためにも、短期間とはいえ施設で現金を取り扱う際には

現金出納簿での管理を行うこと。 

② 契約書は業者と委託契約を交わすうえで非常に重要な書類である。複数の職員で確

認するなど事務処理誤りの再発防止に努め、適切な業務執行に取り組むこと。 

 

 【健康福祉部 障害福祉課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

◆指定管理者の指定において、法、条例等に基づいた、適正・公正な指定が行われず、偏っ

た視点で指定されたり、当該施設の目的やコンセプトに沿った管理運営を行うにあたり不

適当な団体が指定されたりするリスクはないか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

○ 指定管理者の選定については、平成３０年度において、四日市市公の施設に係る指

定管理者の指定の手続等に関する条例第２条第２項第１号に基づき公募によらない特

定した候補者として選定し、指定管理者選定委員会の審査の結果、当該団体が指定管

理者に選定されている。 
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（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

◆指定管理者への指導監督は適正に行われているか。モニタリング評価は適切に行われてい

るか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

△ 指定管理者から、月次報告書、年次報告書等を受理し、ヒアリングや協議の実施、

施設の訪問などにより、適切に業務の履行確認を行っている。 

  モニタリング評価は、マニュアル及び実施手順書に基づき適切に行っている。 

  なお、施設・設備等に関する保守点検について、基本協定書等の仕様書に具体的な

記載がされていない。 

 

    意 見 

必要な点検等が確実に実施されていることを確認するためにも、点検内容や時期、

根拠法令等を仕様書に記載することが望ましいと考えられる。新たに協定を交わす際

には、こうした点にも留意して仕様書を作成すること。 

 

（３）指定管理料の算定及び支出の手続におけるリスク 

◆指定管理料は、年度協定書、仕様書等に定める指定管理業務内容を実施する上で適正な金

額を見積もって算定されているか。指定管理料の支出の手続は、年度協定書、仕様書等に

規定されたとおり行われているか。 

 

    リスク発現の可能性（○予防策あり、△可能性あり、×発現） 

△ 指定管理料は、実績金額をもとに、必要な指定管理業務内容に見合うように算定し

ているとのことである。 

  なお、指定管理料の支出の際は、年度協定書、仕様書等で定めた手続をとっている。 

  ただし、人件費の減少などにより、支出が収入を約８６０万円下回っている状況に

ある。 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果 

 【社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会】 

    意 見 

① 事業報告書における金額の記載について【合規性の視点】 

年度末に作成される事業報告書において、作業等に伴う収入額を記載しているが、

事業報告書の提出後に決算処理に伴う金額の変更が行われており、実際の決算額と事

業報告書の金額が異なる状況となっている。決算額の市への報告もされているが、基

本協定書等には事業報告書は毎会計年度の終了後４０日以内に提出すると定められて

いることから、金額が確定したのちに作成して提出するなど、正確な金額が記載され

た事業報告書を作成すること。 
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     ② 災害等への備えについて【有効性の視点・住民福祉の向上の視点】 

       施設では毎月の避難訓練等の実施や備蓄品の準備など、災害に備えた対応をしてい

るとのことである。引き続き備蓄品等が十分にあるか定期的に見直しを行うとともに、

近隣の八郷小学校への避難のみならず施設２階への垂直避難も想定するなど、障害者

が多い施設における減災について取り組むこと。 

     ③ 利用者への就労支援について【住民福祉の向上の視点】 

      ア セーフティネットの役割を担う就労継続支援Ｂ型の施設において、Ａ型事業所へ

の移行が難しい利用者が多いという状況は理解できるが、意欲のある利用者や挑戦

できそうな利用者に対する支援についてはしっかりと行えるよう、体制づくりに努

めること。 

      イ 利用者が両親等の援助が無くなった際に少しでも自立できるよう支援することが

必要であることから、各種作業等における単価や市場価格との違いといった金額的

な背景を把握しておくことも、利用者にとってプラスとなる部分であると考える。

事業を進めるにあたっては、こうした情報の収集などにも留意して取り組むこと。 

     ④ 施設におけるコンプライアンスの遵守について【合規性の視点】 

       昨今、福祉施設においてコンプライアンス上の問題があるという事案が全国的にみ

られる。虐待防止の貼り紙をするなどの取り組みを行っているが、こうした事案は絶

対にあってはならないものとして、引き続きコンプライアンスの遵守を徹底する取り

組みを進めること。 

 

 【健康福祉部 障害福祉課】 

    意 見 

     ① 複数の福祉施設における指定管理業務委託の方法について【有効性の視点】 

       障害福祉課は、あさけワークスに加えて共栄作業所とたんぽぽの２つの障害者自立

支援施設についても、社会福祉法人四日市市社会福祉協議会を特定した候補者として

指定管理者に選定し、それぞれの管理運営を行っている。施設によって事業内容に差

があるとはいえ、他部局で行われているように複数の施設を一括して指定管理業務委

託する方法も考えられる。引き続き施設の運営管理を委託していくにあたって、どの

ような指定管理業務委託の方法が適切であるかについても研究も行い、今後の適正な

指定管理業務委託に取り組むこと。 

 

 【社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会・健康福祉部 障害福祉課】 

    意 見 

     ① 施設の職員体制の整備と適切な指定管理料の取り扱いについて【有効性の視点】 

      ア 令和４年度は育休者の代替職員の配置が遅くなったとのことである。別施設の職

員の配置転換などは困難であったとのことであるが、代替職員が不在の期間があっ

たということは体制的に課題があると考えられるため、今後こうした状況が生じる

ことのないよう取り組むこと。 
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イ 職員が当初予定通り配置できなかったことで人件費が減少し、結果として収入超

過が生じている状況には課題がある。こうした状況が継続することのないよう、指

定管理料の取り扱いや人員配置等について整理を行い、適切な施設運営が行われる

よう努めること。 
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